
若者キャリア応援制度（紹介予定派遣活用型正社員就職応援事業） 

・ 「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に基づき、学卒未就職者等について、紹介予定派遣を活
用した正社員就職支援を検討の上、概算要求等に反映することとされた。 

・ 学卒未就職者など就業経験の乏しい若者の正社員就職を促進するため、紹介予定派遣制度を活用したモデ
ル事業を実施。 

・ 支援対象者は、派遣社員として社会人としてのマナーを身につけたり、派遣先で就業経験を積み、派遣期
間終了後（６ヶ月以内）に、派遣先での正社員としての就職を目指す。 

【イメージ図】 ＜事業の概要＞ 

１．事業内容 

 ○ 事業実施者（派遣事業者）は、 

・対象者に対するキャリア・コンサルティング 

・効果的な研修 

・正社員化に資する派遣先の開拓・選定・マッチング 

・派遣中のきめ細かいフォローアップ 

等を行う。 

  

２．対象となる経費等 

 ○ 派遣元社員の人件費（事業実施に伴い新たに必要な社
員）、事業費（研修経費、広報経費、求人開拓経費、
消耗品費 等） 

 ○ 派遣先での正社員就職が成功した場合、就職報奨費
（対象者一人当たりの上限額10万円）を支給 

   （紹介先からの紹介料は徴収しない） 

 

３．その他 

 ○ 支援者数（計画） ５,６００人（３年間） 

 ○ 関東、近畿などの５ブロックで実施 
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